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背景

放射線/エックス線を取り扱う者に対しては，

・被ばく管理

・健康診断

・教育訓練

を実施し，記録(永久保管)し，

かつ本人への交付が義務付けられている。

(RI規制法，労働安全衛生法)



東北大学の例

放射線施設(許可事業所): 13部局

個人管理の対象者: ~4,000人/年

(新規~1,000人/年)

放射線の利用形態の多様化に伴い，

放射線施設単位の管理から部局/全学管理へ

理学研究科，電子光理学研究センター，医学系研究科，
医学部保健学科，工学部，農学部，生命科学研究科，
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター，
金属材料研究所，量子エネルギー材料科学国際研究センター，
電気通信研究所，多元物質科学研究所，病院



従前

部局A

施設A

部局B

施設B



従前

部局A

施設A

部局B

施設B

RIを使う部局は，そ
れぞれ自前の
放射線施設を有し
ていた。

施設の利用者は，
その部局に所属す
る者がほとんどで
あったので，
施設単位で従事者
を管理することが現
実的かつ容易だっ
た。
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①
学内で部局を
またいだ利用
が増えた
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②
放射線施設を有し
ない部局からの利
用者が増加した。
←施設の集約化
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③ 学外共同
利用施設の
利用者が増加



施設単位での従事者管理が難しくなった
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RI規制法
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RI規制法は施設に立ち入る者の管理を要求する
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RI規制法は施設に立ち入る者の管理を要求する

他部局からの利用者についても
管理義務が発生する
・被ばく管理
・健康診断
・教育訓練
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部局A

RI規制法は施設に立ち入る者の管理を要求する

他部局からの利用者についても
管理義務が発生する
・被ばく管理
・健康診断
・教育訓練

実施は所属元が行い，部局A
は結果(記録)の提出を受けて，
保管すればよい



労働安全衛生法
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労安法は組織に所属する者の管理を要求する
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労安法は組織に所属する者の管理を要求する
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部局A

労安法は組織に所属する者の管理を要求する

他部局への派遣についても
管理義務が発生する
・被ばく管理
・健康診断
・教育訓練



RI規制法

＋

労働安全衛生法
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(RI規制法令＋労安法) が要求する管理対象者
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施設A

部局C部局B

施設B

学外共同
利用施設

部局A

(RI規制法令＋労安法) が要求する管理対象者

他部局との情報共有を密に行うこ
とが必要だが，これまでは個々の
施設間で紙の書類のやりとりが主
であった



・派遣側/受け入れ側の主任者や実務担当者に

多大な作業負担

・紙ベースの作業に起因するヒューマンエラーや

情報の取りこぼし



施設単位での従事者管理が難しくなった
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放射線業務従事者管理の問題点

(東北大学の例)

1. どこが主体となって管理しているか？

・所属部局？許可事業所？両方？

- 所属部局と許可事業所が異なる場合

- 複数の施設を利用する場合

- 学外施設のみを利用する場合

・被ばく管理や健康診断の実施主体はどこ？

記録の保管は？情報の統合は？



2. 職員と学生の扱い

・健康診断: 職員は人事課，

学生は保健管理センター？

・学生の被ばく管理: 配置部局？，学部/大学院？

・派遣職員や学振研究員？

3. 放射線(RI)とエックス線

・同じセクションが管理？別々？

4. そもそも大学全体の情報を掌握している

セクションはどこ？





新型コロナウイルス禍によって明らかになった学内の問題

• 線量計の結果はどこに行っているの？
• 健康診断が実施できない。どうしよう？
• 教育訓練が実施できない。他の部局はどうしているんだろう？
• 職員がリモートワークになった。紙の書類の書類をどうしよう？



アンケートの目的

• 自分の大学における放射線業務従事者情報管理

の現状を改めて確認

• 他の大学の放射線業務従事者情報管理方法の状

況を知り、自施設の管理方法に取り入れる

• 現状の問題点を抽出し、より効率的な管理体制の

構築に役立てるとともに、全国一元管理システムの

設計に反映させる。



アンケートの項目1



アンケートの項目2



放射線安全規制研究戦略的推進事業費事業

健全な放射線防護実現のためのアイソトープ総合センターを

ベースとした放射線教育と安全管理ネットワーク

(2017~2021年度，原子力規制委員会，渡部浩司)

(目的，抜粋) 近年、放射線利用は多様化しており、放射線業務

従事者を管理する上で、さまざまな利用形態を考慮した管理が

求められてきている。特に大学においては、初めて放射線業務

を行う人（学生）が多数在籍し、なおかつ人の移動も頻回に発

生する。このような状況下で健全な放射線管理・防護を実現す

るために放射線業務従事者に係る管理情報の一元化のための

安全管理ネットワークを構築することを本事業の目標とする。









ご協力お願いいたします。

• アンケートのご案内を協議会
ホームページおよびメーリング
リストで9月中にいたします。

• アンケートの結果は当協議会で
公表させていただきます。
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